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１．地方譲与税・交付金及び主な税外収入決算額

決　算　額 前年比 決　算　額 前年比 決　算　額 前年比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

合 計 34,263,626 103.7 35,500,462 103.6 37,324,779 105.1

特 別 と ん 譲 与 税 164,551 81.2 144,977 88.1 132,716 91.5

地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,667,198 100.2 1,632,440 97.9 1,514,199 92.8

地 方 道 路 譲 与 税 8 114.3 0 0.0 0 0.0

石 油 ガ ス 譲 与 税 94,786 91.8 91,176 96.2 82,429 90.4

自 動 車 重 量 譲 与 税 1,934,787 91.3 1,826,449 94.4 1,763,067 96.5

航 空 機 燃 料 譲 与 税 3,093,467 115.2 3,177,649 102.7 2,715,665 85.5

地 方 譲 与 税 計 6,954,797 102.7 6,872,691 98.8 6,208,076 90.3

利 子 割 交 付 金 504,979 84.6 496,365 98.3 484,083 97.5

配 当 割 交 付 金 391,970 104.8 827,599 211.1 1,542,720 186.4

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 101,166 108.7 1,247,580 1,233.2 861,413 69.0

地 方 消 費 税 交 付 金 16,623,453 101.5 16,481,777 99.1 19,517,105 118.4

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 45,072 96.0 43,913 97.4 42,256 96.2

自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,343,843 133.4 1,199,278 89.2 535,477 44.6

軽 油 引 取 税 交 付 金 5,805,268 110.1 5,730,860 98.7 5,472,976 95.5

国 有 提 供 施 設 等
所 在 市 助 成 交 付 金

交 付 金 計 24,846,391 104.4 26,056,538 104.9 28,484,788 109.3

税 務 証 明 等 手 数 料 79,538 104.8 80,457 101.2 86,628 107.7

県 民 税 徴 収 事 務 費 委 託 金 2,007,740 96.7 2,048,314 102.0 2,076,192 101.4

市 税 延 滞 金 及 び 加 算 金 332,687 108.2 410,459 123.4 377,863 92.1

そ の 他 の 関 連 歳 入 42,473 226.5 32,003 75.3 91,232 285.1

99.9

平 成 26 年 度

98.628,75829,166

区 分

95.2

平 成 24 年 度

30,640

平 成 25 年 度
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当初予算額 補　　正 最終予算額 決　算　額 前年比 当初予算額 前年比

千円 千円 千円 千円 ％ 千円 ％

44,082,428 1,825,432 45,907,860 49,676,108 133.1 45,649,396 103.6

129,000 － 129,000 123,665 93.2 119,000 92.2

1,566,000 － 1,566,000 1,617,867 106.8 1,519,000 97.0

1 － 1 0 0.0 1 100.0

87,000 － 87,000 82,663 100.3 84,000 96.6

1,792,000 － 1,792,000 1,838,410 104.3 1,825,000 101.8

2,714,000 － 2,714,000 2,716,397 100.0 2,455,000 90.5

6,288,001 － 6,288,001 6,379,002 102.8 6,002,001 95.5

431,000 － 431,000 414,936 85.7 416,000 96.5

790,000 － 790,000 1,180,881 76.5 1,155,000 146.2

125,000 － 125,000 1,102,472 128.0 509,000 407.2

27,580,000 1,893,759 29,473,759 31,491,395 161.4 28,477,000 103.3

42,000 － 42,000 41,249 97.6 41,000 97.6

656,000 － 656,000 805,553 150.4 691,000 105.3

5,558,000 － 5,558,000 5,583,993 102.0 5,697,000 102.5

35,211,000 1,893,759 37,104,759 40,649,186 142.7 37,015,000 105.1

89,279 － 89,279 89,838 103.7 89,158 99.9

2,105,000 － 2,105,000 2,118,712 102.0 2,228,000 105.8

230,382 － 230,382 351,690 93.1 274,795 119.3

158,766 △ 68,327 90,439 87,680 96.1 40,442 25.5

100.0

平 成 28 年 度

29,000 29,000－29,000 28,707

平　　　成　　　27　　　年　　　度

99.8
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２．特別とん譲与税

１. とん税及び特別とん税は、外国貿易船の純トン数（端数切り上げ）を課税標  ９月 ： 前年度３月～８月

　準とし、純トン数１トンまでごとに次の税率により課税するものとする。 特別とん税収入分

 ３月 ： ９月～２月

(1) 開港への入港ごとに納付する場合 特別とん税収入分

(2) 開港ごとに一年分を一時に納付する場合

※ 外国貿易船･･･外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

２. とん税及び特別とん税はあわせて納付するものとし、当該納付額の３６分の

　１６をとん税とし、３６分の２０を特別とん税とする。

３. 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別

　とん税の収入額に相当する額を譲与する。

３．地方揮発油譲与税・地方道路譲与税

１. 揮発油税及び地方揮発油税は、次の税率により課税するものとし、両税をあわ  ６月 ： 前年度３月～５月

　せて納付するものとする。 地方揮発油税収入分

　揮発油１キロリットルにつき  １１月： ６月～１０月

２. 地方揮発油譲与税は、地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県、 地方揮発油税収入分

　指定市及び市町村に対して譲与する。

 ３月 ： １１月～２月

３. 都道府県及び指定市に対し、地方揮発油譲与税の５８％（平成１４年度までは 地方揮発油税収入分

　４３％）に相当する額のうち、２分の１の額を区域内に存する一般国道、高速自動

　車国道及び都道府県道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分して譲

　与する。

４. 市町村に対し、地方揮発油譲与税の４２％（平成１４年度までは５７％）に相当す

　る額のうち、２分の１の額を区域内に存する市町村道の延長で、他の２分の１の額

　をその面積であん分して譲与する。

　（注）　平成21年度から地方道路譲与税は地方揮発油譲与税に改正。

決　　算　　額
地方道路譲与税

7 8 0 0 0

1,617,867
決　　算　　額

千円 千円 千円 千円 千円

地方揮発油譲与税
1,664,123 1,667,198 1,632,440 1,514,199

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

※地方道路譲与税は、道路

に関する費用に充てる

［ 制 限 な し ］

[ 国 ]

市　　町　　村 区 分 揮発油税 地方揮発油税

４８,６００円 ５,２００円

［ 譲 与 税 の 使 途 ］

都　道　府　県

指    定    市

及　び

123,665

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者]

千円 千円 千円 千円 千円

決　　算　　額 202,674 164,551 144,977 132,716

純  ト  ン  数 5,962,915 4,880,863 4,656,159 4,537,465 4,073,355

トン トン トン トン

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

［ 制 限 な し ］

１６円 ２０円

４８円 ６０円

開 港 所 在

市   町   村

[ 国 ] 区 分 とん税 特別とん税

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］
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４．石油ガス譲与税

１.　石油ガス税は、自動車の容器に充てんされる石油ガスに対し、次の税率に  ６月 ： 前年度３月～５月

　 より課税するものとする。          収入分

 １１月 ： ６月～１０月収入分

　石油ガス１キログラムにつき

２.　石油ガス譲与税は、石油ガス税の収入額の２分の１に相当する額とし、都道  ３月 ： １１月～２月収入分

　府県及び指定市に対して譲与する。

３.　石油ガス譲与税の２分の１の額を区域に存する一般国道、高速自動車国道

　及び都道府県道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分して譲与する。

５．自動車重量譲与税

１.　自動車重量税は、次の税率により課税するものとする。（別途エコカー減税あり）  ６月 ： 前年度２月～４月

①平成27年度燃費基準を満たしている検査自動車で、H29年4月30日までに新車に          収入分

　かかる新規登録を受けるものは本則税率

②①以外の新車新規登録から13年未満の検査自動車は（1）の税率  １１月 ： ５月～９月収入分

③新車登録から13年を経過した検査自動車については（2）の税率

　 ※但し、18年超経過車については別の税率を適用（重課）  ３月 ： １０月～１月収入分

         <自家用車>　※事業用は別税率

         年

年

年

年

車検時

届出時

届出時

※　車検が２年又は３年のものについては、１年に換算した年額を記載。

２.　自動車重量譲与税は､自動車重量税の収入額の1000分の407（平成21年度まで

　は3分の1､平成14年度までは4分の1)に相当する額とし､市町村に対して譲与する。

３.　自動車重量譲与税の２分の１の額を区域内に存する市町村道の延長で、他の

　 ２分の１の額をその面積であん分して譲与する。

千円 千円 千円 千円 千円

2,118,495 1,838,4101,763,0671,826,4491,934,787決　　算　　額

平成26年度 平成27年度区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

二輪の軽自（１２５cc～２５０cc） １両につき 4,000円 4,900円 - -

軽自動車（車検無し） １両につき 7,500円 9,900円 - -

3,300円 3,900円

3,300円 3,900円

4,100円

総重１t毎 2,500円

軽自動車（車検有り） １両につき 2,500円

平成20年度までは、道路に関
本則

する費用に充てる

小型二輪車（２５０cc超） １両につき 1,500円 1,900円 2,200円 2,300円

中小型トラック

4,100円 5,400円

4,100円

［ 制 限 な し ］

バス・トラック 総重１t毎 2,500円 4,100円 5,400円 5,700円

5,700円

（2）13年超

H26.4.1～ H28.4.1～
区　　　　　　　　　　分

（1）
13年未満

乗用自動車 自重０.５t毎 2,500円

市   町   村

[ 国 ]

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］

決　　算　　額 103,216 94,786 91,176 82,429 82,663

千円 千円 千円 千円 千円

［ 制 限 な し ］

平成20年度までは、道路に関

する費用に充てる

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

区　　　　　　　　　　分 税　　率

１７円５０銭

[ 国 ]

都　道　府　県

及　び

指    定    市

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］
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６．航空機燃料譲与税

１. 航空機燃料税は、次の税率により課税するものとする。  ９月 ： 前年度３月～８月

         収入分

　航空機燃料１キロリットルにつき  ３月 ： ９月～２月収入分

　（ただし、平成23年4月1日から平成29年3月31日までの間は

　　１キロリットルにつき　18，000円）

２. 航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の収入額の１３分の２に相当する額とし、 　　　する費用に充てる ］

　空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与する。

　（平成23年4月1日から平成29年3月31日までの間は9分の2）

※激変緩和措置あり

３. 航空機燃料譲与税の５分の４に相当する額を空港関係市町村に対し、2分の 平成25年度以前

１の額を当該空港の着陸料の収入額で、他の２分の１の額を当該空港に係る騒 　着陸料割１/３　世帯数割２/３

音世帯数であん分して譲与する。（改正）H26.4.1～※ 平成26年度

　着陸料割７/18　世帯数割11/18

４. 航空機燃料譲与税の５分の１に相当する額を空港関係都道府県に対し、２分 平成27年度

　の１の額を当該空港の着陸料の収入額で、他の２分の１の額を当該空港に係る 　着陸料割４/９　世帯数割５/９

　騒音世帯数であん分して譲与する。

７．利子割交付金

１. 都道府県民税利子割は、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

         収入分

　支払を受けるべき利子等の額に対し  １２月 ： ８月～１１月収入分

２. 当該都道府県に納付された利子割額から、法人の都道府県民税の法人税

　割額から控除される額等を控除し、他の都道府県との精算を行った額に、９９％  ３月 ： １２月～２月収入分

　（平成１８年度までは９５％）を乗じて得た額の５分の３に相当する額を、利子割

　交付金の交付総額とする。

３. 都道府県は、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の都

　道府県民税の額の割合であん分して交付する。

千円

484,083496,365 414,936504,979597,187

千円 千円千円

区 分

平成23年度

決　　算　　額 2,716,3972,715,6653,177,6493,093,4672,685,752

[ 国 ]

千円

［ 交 付 金 の 使 途 ］

千円千円

　　　備及び空港対策に関

区　　　分

市   町   村

交　　付　　の　　基　　準　　等

[ 都 道 府 県 ]

[交付義務者]

平成24年度 平成25年度

千円 千円

［ 制 限 な し ］

税　　率

平成24年度

交 付 の 時 期 等

５％

平成26年度 平成27年度

平成26年度

税　　率

２６,０００円

平成27年度

［ 空港とその周辺の整

都 道 府 県

市   町   村

及 び

区　　　分

区 分

平成25年度

空 港 関 係

平成23年度

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］

空 港 関 係

決　　算　　額

千円

交 付 団 体
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８．配当割交付金

１. 都道府県民税配当割は、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

         収入分

　支払を受けるべき特定配当等の額に対し  １２月 ： ８月～１１月収入分

※ ただし、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき

　特定配当等に係る配当割の税率は、３％

 ３月 ： １２月～２月収入分

２． 課税対象は、一定の株式等の配当等並びに公募公社債投資信託以外の公募

　証券投資信託の配当等、国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資

　信託の配当等及び特定投資法人の投資口の配当等。

３． 都道府県は、納入された配当割の99％（平成１８年度までは95％）を乗じて得た

額の５分の３（平成１８年度までは３分の２）に相当する額を市町村に交付する。

４．各市町村に対しては、当該市町村に係る個人の都道府県民税（均等割及び

　所得割）の額にあん分して交付する。

９．株式等譲渡所得割交付金

１. 都道府県民税株式等譲渡所得割は、次の税率により課税するものとする。 ３月 ： 前年度３月～２月

         収入分

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得の額に対し ※平成１８年度まで

※ ただし、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に生じた特定株式等 　８月 ： 前年度３月～７月

　譲渡所得金額については、３％          収入分

２． 課税対象は、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡等により当該源泉徴収 　１２月 ： ８月～１１月

　選択口座に係る年初からの通算所得金額が増加した場合におけるその増加した          収入分

　金額。

　３月 ： １２月～２月

３． 都道府県は、納入された株式等譲渡所得割の９９％（平成１８年度までは９５％）          収入分

　を乗じて得た額の５分の３（平成１８年度までは３分の２）に相当する額を市町村に

　交付する。

４．各市町村に対しては、当該市町村に係る個人の都道府県民税（均等割及び所得

　割）の額にあん分して交付する。

[ 都 道 府 県 ]

平成26年度 平成27年度

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

区 分 税　　率

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

市   町   村

千円千円 千円 千円 千円

５％

［ 制 限 な し ］

平成23年度 平成24年度 平成25年度

861,413 1,102,472決　　算　　額 93,067 101,166 1,247,580

５％

区 分

区　　　分

税　　率

区　　　分

千円千円千円 千円 千円

平成26年度 平成27年度

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

交 付 の 時 期 等

［ 交 付 金 の 使 途 ］

平成23年度 平成24年度 平成25年度

[交付義務者]

[ 都 道 府 県 ]

市   町   村

［ 制 限 な し ］

1,542,720 1,180,881決　　算　　額 374,097 391,970 827,599
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10．地方消費税交付金

１.　地方消費税は、次の税率により課税するものとする。  ６月 ： 前年度２月～４月

         収入分

 ９月 ： ５月～７月収入分

　消費税額（国税）に対し  １２月 ： ８月～１０月収入分

※　消費税（国税）の税率は、課税資産の譲渡等の対価の額に対し６．３％であり、  ３月 ： １１月～１月収入分

　地方消費税の税率は消費税率に換算して１．７％相当となる。よって、消費税と

　地方消費税をあわせた税率は８％となる。

２.　地方消費税は消費税とあわせて納付するものとし、国に納付された地方消

　費税は、納付があった月の翌々月の末日までに都道府県に払い込まれる。 　ては、消費税法第１条第２項

　に規定する経費その他社会

３.　各都道府県に払い込まれた地方消費税の合算額から、国に支払った徴収取 　保障施策に要する経費に充

　扱費を減額した額を、各都道府県ごとの消費に相当する額等に応じてあん分し、

　都道府県間で精算する。

４.　地方消費税交付金は、都道府県が清算後の地方消費税額の２分の1に相当  １２月 ： ６月～１０月収入分

　する額を下記のとおりあん分し、市町村に対し交付する。  ３月 ： １１月～１月収入分

（現行分）

　２分の１の額を国勢調査による人口で，他の２分の１の額を経済センサス

　（平成23年6月までは事業所統計）による従業者数であん分。

（引上げ分）

　全額を国勢調査による人口であん分。 　　　の１０日まで＞

　　※現行分と引上げ分の区分について

H26.4.1～（地方消費税1.7％）

現行分　17分の１０　／　引上げ分　17分の７

　（経過措置あり，平成26年度　現行分12分の10　／　引上げ分12分の２　）

　※　事業所統計は平成18年度調査を最後に経済センサスにおいて引き続き調査。

社会保障財源交付金

地方消費税交付金

決　　算　　額 - - -

千円 千円

2,891,456 11,914,298

平成24年度

16,481,777

区　　　　　　　　　　分[ 都 道 府 県 ]

千円

決　　算　　額 16,379,249 16,623,453

平成25年度

交 付 団 体 交 付 の 時 期 等
交　　付　　の　　基　　準　　等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

区　　　分 平成23年度

［ 制 限 な し ］

市   町   村

 ※引上げ分の交付額につい

16,625,649 19,577,097

千円 千円

平成27年度

　てるものとする。

税　　率

平成26年度

６３分の１７

＜交付期限は各交付月

（平成９年度交付の特例）
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11．ゴルフ場利用税交付金

１. ゴルフ場利用税は、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

 収入分

　１ 人 １ 日  １２月： ８月～１１月収入分

※ ゴルフ場の規模や料金などにより、数段階の税率区分を設けることとされて

おり、福岡県においては、１１級（200円）から1級（1.200円）までの11段階に

分かれている。  ３月 ： １２月～２月収入分

※ 18歳未満の者、70歳以上の者、障害者、国民体育大会に参加する選手

　及び学校教育法第１条に規定する学校の先生、生徒及び引率する教員の

項 　利用（保健体育科目実技又は公認の課外活動としてゴルフ場を利用する場合

　に限る。）については非課税である。　

 また、早朝における利用や、国民体育大会の公式練習による利用などの場合

 には、税率が２分の１となる場合がある。

２. ゴルフ場利用税交付金は、都道府県が、当該都道府県内のゴルフ場所在の

　市町村に対し、当該都道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に

　係るゴルフ場利用税の額の１０分の７に相当する額を交付する。

12．自動車取得税交付金

１. 自動車取得税は、次の税率により課税するものとする（別途エコカー減税あり）  ８月 ： 前年度３月収入分

 －同月収入見込額

 ＋４月～７月収入分

　自動車の取得価格に対し

※ ただし、営業用及び軽自動車については、税率2％。

 １２月 ： ８月～１１月収入分

２. 自動車取得税交付金は、都道府県が、自動車取得税の収入額に９５％を乗

　じて得た額の１０分の７に相当する額を、市町村に対し、２分の１の額を区域内

　に存する市町村道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分して交付す  ３月 ： １２月～２月収入分

　る。  ＋３月収入見込額

３. 指定市を包括する都道府県は、自動車取得税の収入額に95％を乗じて得

　た額の10分の3に相当する額を、指定市に対し、2分の1の額を区域内の一

　般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長で、他の2分の1の額をその

　面積であん分して交付する。

千円

平成26年度 平成27年度

805,5531,007,009

千円

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

千円 千円 千円

1,343,843 1,199,278 535,477

［ 制 限 な し ］

平成20年度までは、道路に関

　　区 分

［ 制 限 な し ］

市    町    村

平成24年度 平成27年度

交 付 の 時 期 等交 付 団 体

[交付義務者]

及　び

決　　算　　額

税　率 免　税　点

３％ ５０万円以下

８００円 １,２００円

42,256

区　　　分

する費用に充てる

　　区 分 標準税率

平成25年度平成24年度平成23年度

千円 千円 千円

交　　付　　の　　基　　準　　等

45,072

ゴルフ場所在

市    町    村

[ 都 道 府 県 ]

区　　　分 平成23年度

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

平成26年度

制限税率

［ 交 付 金 の 使 途 ］

指　　定　　市

[ 都 道 府 県 ]

平成25年度

千円千円

41,24943,913決　　算　　額 46,961
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13．軽油引取税交付金

１.　軽油引取税は、軽油の引取り等に対し、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

　          収入分

　軽油１キロリットルにつき  １２月 ： ８月～１１月収入分

２.　軽油引取税交付金は、指定市を包括する都道府県が、軽油引取税の収入

　額に10分の9を乗じて得た額を指定市に対し、当該指定市の区域内に存する  ３月 ： １２月～２月収入分

　一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の面積であん分して交付する。

　（注）　上記決算額は､軽油引取税交付金と旧法による軽油引取税交付金の合算額。

14．国有提供施設等所在市町村助成交付金

１.　国有提供施設等所在市町村助成交付金（基地交付金）

　　 アメリカ合衆国軍隊に使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛

　行場、演習場、弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で政令で

　定めるものが所在する市町村に対し、毎年度、国の予算で定める金額の範囲内

　で、当該固定資産の価格及び当該市町村の財政状況等を考慮して交付する。

２.　施設等所在市町村調整交付金（調整交付金）

　　 アメリカ合衆国軍隊が建設し、設置した建物及び工作物が所在する市町村

　に対し、毎年度、国の予算で定める金額の範囲内で、当該米軍資産の価格

　及び当該市町村の税財政上の影響その他財政状況等を考慮して交付する。

　

３.　算定期日

　　 当該年の３月３１日

千円 千円 千円 千円

決　　算　　額 30,666 30,640 29,166

区　　　分

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

施 設 等 所 在 12月31日

市    町    村

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

［ 制 限 な し ］

平成20年度までは、道路に関

する費用に充てる

平成26年度 平成27年度

交 付 の 時 期 等

［ 交 付 金 の 使 途 ］

千円

5,472,976 5,583,993

税　　率

３２,１００円

千円 千円

[ 都 道 府 県 ]

　　区　　　　　　　　　　　　分

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

千円 千円

5,730,860

交 付 団 体

指　　定　　市

交　　付　　の　　基　　準　　等
[交付義務者]

[ 国 ]

決　　算　　額

交　　付　　の　　基　　準　　等
交 付 の 時 期 等

［ 制 限 な し ］

交 付 団 体

5,271,226 5,805,268

千円

28,758 28,707

平成27年度
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15．県民税徴収取扱費（県民税徴収事務費委託金）

１. 都道府県は、市町村が個人の都道府県民税の賦課徴収に関する事務を行う  （報告があった日から30

　ために要する費用を補償するために、次の各号に掲げる金額の合計額を徴収  日以内に交付）

　取扱費として市町村に対して交付する。

（１） 納税義務者数割  ７月:３月収入(４月払込)

＝個人の都道府県民税に係る納税義務者数(当該年度課税分）に3,000円       ～５月収入(６月払

　(平成19・20年度は4,000円､平成21･22年度は3,300円)を乗じて得た金額。 　　　込)分

 10月:６月収入(７月払込)

（２） 金額割 ＝平成18年度以前課税分の個人の都道府県民税に係る地方団体の徴収       ～８月収入（９月払

　金で当該都道府県に払い込まれた金額に7 ％を乗じて得た金額。 　　　込)分

 １月:９月収入(10月払込)

（３） その他 ＝市町村が徴収した個人の都道府県民税に係る地方団体の徴収金を市町  ～11月収入(12月払

　村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過 　　　込)分

　誤納金に相当する金額、及びその過誤納金に係る還付加算金に相当す  ３月:12月収入(１月払込)

　る金額。また、配当割、株式等譲渡所得割控除によって控除することがで       ～２月収入(３月払

　きなかった金額を、市町村が還付し、又は充当した場合における当該控 　　　込)分

　除することができなかった金額に相当する金額。

交 付 の 時 期 等
交　　付　　の　　基　　準　　等

平成27年度

2,076,192

千円

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

2,118,712

平成26年度

千円

決　　算　　額

交 付 団 体

2,048,3142,007,740

市    町    村

[ 都 道 府 県 ]

千円千円

2,076,464

千円
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16．市税延滞金及び加算金

１. 市税延滞金・・・納税者等は、納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額にその納期限の翌日から納付

　の日までの期間の日数に応じ、年14.6％（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年

　７.３％の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

※ 平成12年1月1日～平成25年12月31日までの間における延滞金の年7.3％の割合は、各年の特例基準

 割合（注１）が年7.3％の割合に満たないには、その年中においては、当該特例基準割合とする。

 （注１）各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定め

 られる商業手形の基準割引率に年4％の割合を加算した割合。

※ 平成26年1月1日以降の延滞金の割合は、各年の特例基準割合（注２）が年7.3％に満たない場合には、

 その年中においては①年14.6％の割合の延滞金については当該特例基準割合に年7.3％を加算した割合、

②年7.3％の割合の延滞金については当該特例基準割合に年1％を加算した割合（加算した割合が年7.3％

　を超える場合については年7.3％の割合）とする。

 （注２）各年の前々年の10月～前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出の約定平均金利の

 合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に，年1％の割合

 を加算した割合。

＜延滞金割合の推移＞

２. 加算金　（各加算金は、他の加算金と併課されない。）

・過少申告加算金・・・申告期限までに提出のあった申告を更正又は修正申告した場合

　率＝更正による不足税額又は修正申告によって増加した税額（対象不足額等）に対して１０％

　（対象不足額等のうち、期限内申告税額又は５０万円のいずれか多い金額を超える部分の税額に

　対しては、さらに５％）

・不申告加算金・・・・・①期限後申告又は決定、②期限後申告後の修正申告又は更正、③決定後の修正申告又は更正

 率＝当該税額に対して１５％

・重加算金・・・・・・・・・納税者等が、課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して

　　 申告等をした場合

 率＝過少申告等の場合、過少申告加算金に代えて対象不足額等に対して３５％

 ＝不申告等の場合、不申告加算金に代えて当該税額に対して４０％

※ 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその

　税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

※ 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又

　はその全額を切り捨てる。

平成１２年１月１日から平成１３年１２月３１日まで ４．５％

１４．６％

351,690

平成26年度 平成27年度

平成２７年１月１日から平成２８年１２月３１日まで

決　　算　　額

千円 千円

307,558

平成２６年１月１日から平成２６年１２月３１日まで

332,687 410,459

平成１４年１月１日から平成１８年１２月３１日まで

平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日まで

千円 千円千円

４．５％

377,863

期間

平成２２年１月１日から平成２５年１２月３１日まで

制　 　度　 　　の　 　概　 　要

区　　　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日まで

納期限の翌日から１ヶ月
を経過する日までの期間

平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで

納期限の翌日から１ヶ月
を経過した日から納付した

日までの期間

９．２％

９．１％

４．１％

４．４％

２．８％

２．９％

４．３％

４．７％
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